
労働災害防止のための取組み

平成３０年１０月

厚生労働省労働基準局安全衛生部

資料４

http://www.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/


爆発・火災災害を防止するための措置

○危険物規制（労働安全衛生規則 第二節 危険物等の取扱い等）

第256条(危険物を製造する場合等の措置)
事業者は、危険物を製造し、又は取り扱うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによら

なければならない。
一 爆発性の物(令別表第一第一号に掲げる爆発性の物をいう。)については、みだりに、火気その他点火源
となるおそれのあるものに接近させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。

二 発火性の物(令別表第一第二号に掲げる発火性の物をいう。)については、それぞれの種類に応じ、みだ
りに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接触させ、加
熱し、又は衝撃を与えないこと。

三 酸化性の物(令別表第一第三号に掲げる酸化性の物をいう。以下同じ。)については、みだりに、その分
解がうながされるおそれのある物に接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。

四 引火性の物(令別表第一第四号に掲げる引火性の物をいう。以下同じ。)については、みだりに、火気そ
の他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。

五 危険物を製造し、又は取り扱う設備のある場所を常に整理整とんし、及びその場所に、みだりに、可燃性
の物又は酸化性の物を置かないこと。

２ 労働者は、前項の場合には、同項各号に定めるところによらなければならない。

第257条(作業指揮者) 、第258条(ホースを用いる引火性の物等の注入) 、第260条(エチレンオキシド等の取扱
い) 、第261条(通風等による爆発又は火災の防止) 、第263条(ガス等の容器の取扱い) 、第264条(異種の物の
接触による発火等の防止) 、第265条(火災のおそれのある作業の場所等) 、第266条(自然発火の防止) 、
第267条(油等の浸染したボロ等の処理) 1



第261条(通風等による爆発又は火災の防止) 
事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在

して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス
又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の
措置を講じなければならない。

（「可燃性粉じん」とは、粉状の危険物及び粉状の危険物以外の可燃性
の粉じんをいうこと。昭和42年局長通達）

第265条(火災のおそれのある作業の場所等) 
事業者は、起毛、反毛等の作業又は綿、羊毛、ぼろ、木毛、わら、紙くず

その他可燃性の物を多量に取り扱う作業を行なう場所、設備等について
は、火災防止のため適当な位置又は構造としなければならない。

第266条(自然発火の防止) 
事業者は、自然発火の危険がある物を積み重ねるときは、危険な温度に

上昇しない措置を講じなければならない。

（GHS分類「11.自己発熱性化学品」は、これに入る。）
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○化学設備規制（労働安全衛生規則 第三節 化学設備等）

第268条(化学設備を設ける建築物) 、第269条(腐食防止) 、第270条(ふた
板等の接合部) 、第271条(バルブ等の開閉方向の表示等) 、第272条(バル
ブ等の材質等) 、第273条(送給原材料の種類等の表示) 、第273条の2(計
測装置の設置) 、第273条の3(自動警報装置の設置等) 、第273条の4(緊急
しや断装置の設置等) 、第273条の5(予備動力源等) 、第274条(作業規程) 、
第274条の2(退避等) 、第275条～第275条の2 (改造、修理等) 、第277条
(使用開始時の点検) 、第278条(安全装置) 

＊化学設備の定義（労働安全衛生法施行令第9条の3第1号）
別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項に規定する

火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノー
ル、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を
引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外の
ものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を
除く。第十五条第一項第五号において同じ。
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○その他の爆発火災規制（労働安全衛生規則 第四節 火気等の管理）

第279条(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)
事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が

存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを
発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはなら
ない。

２ 労働者は、前項の場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気
を使用してはならない。

第280条～第282条(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)
第281条 事業者は、第261条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、可燃性
の粉じん(マグネシウム粉、アルミニウム粉等爆燃性の粉じんを除く。)が爆発の
危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具を使用するときは、
当該粉じんに対し防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用しては
ならない。

２ 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械
器具を使用してはならない。

第282条 事業者は、爆燃性の粉じんが存在して爆発の危険のある場所において電気機
械器具を使用するときは、当該粉じんに対して防爆性能を有する防爆構造電気機械器
具でなければ、使用してはならない。

２ 労働者は、前項の場所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械
器具を使用してはならない。
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第283条(修理作業等の適用除外) 、第284条(点検) 、第285条(油類等の存在する配管又は容器
の溶接等) 、第286条(通風等の不十分な場所での溶接等) 、第286条の2(静電気帯電防止作業服
等) 、第287条(静電気の除去) 、第288条(立入禁止等) 、第289条(消火設備) 、第290条(防火措
置) 、第291条(火気使用場所の火災防止) 、第292条(灰捨場) 

○リスクアセスメント（労働安全衛生法令に基づく実施）

・ 危険有害性のある673物質について実施義務

（リスクアセスメントの結果に基づくリスク低減措置については努力義務）

(第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)

第57条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第57条第1項の政令で定める物

及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

２ 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による

措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように

努めなければならない。

３ 厚生労働大臣は、第28条第1項及び第3項に定めるもののほか、前二項の措置に関して、

その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

４ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等

を行うことができる。
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・ その他の化学物質等については実施の努力義務

(事業者の行うべき調査等)
第28条の2 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、

ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性

等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による

危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに

基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止する

ため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学

物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずる

おそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で

定める業種に属する事業者に限る。

２ 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関し

て、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、

援助等を行うことができる。

6



労働安全衛生法とＧＨＳの比較
（危険物）

１.爆発性の物
①ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類

②トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物

③過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物

④アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物

２. 発火性の物
①金属「リチウム」、②金属「カリウム」、③金属「ナトリウム」、④黄りん、⑤硫化りん

⑥赤りん、⑦セルロイド類、⑧炭化カルシウム（別名カーバイド）、⑨りん化石灰

⑩マグネシウム粉、⑪アルミニウム粉、⑫マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の

金属粉、⑬亜二チオン酸ナトリウム（別名ハイドロサルフアイト）

労働安全衛生法施行令別表第一
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３.酸化性の物
①塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類

②過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類

③過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物

④硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類

⑤亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類（固体に限る）

⑥次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類（固体に限る）

４.引火性の物
①エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素

その他引火点がマイナス３０℃未満の物

②ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン

その他引火点がマイナス３０℃以上０℃未満の物

③メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル―ペンチル

その他引火点が０℃以上３０℃未満の物

④灯油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール、酢酸

その他引火点が３０℃以上６５℃未満の物

５.可燃性のガス
水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度１５℃、１気圧に

おいて気体である可燃性の物

労働安全衛生法施行令別表第一
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１. 爆発物

２. 可燃性ガス

３. エアゾール

４. 酸化性ガス

５. 高圧ガス

６. 引火性液体

７. 可燃性固体

８. 自己反応性化学品

９. 自然発火性液体

ＧＨＳ（化学品の分類および表示に関する世界調和システム）

9

10. 自然発火性固体

11. 自己発熱性化学品

12. 水反応可燃性化学品

13. 酸化性液体

14. 酸化性固体

15. 有機過酸化物

16. 金属腐食性化学品

17. 鈍性化爆発物

○物理化学的危険性



年月・番号 名 称
平成8年6月10日付け
基発第364号

化学設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドライン
平成12年3月21日付け
基発第149号

化学プラントにかかるセーフティ・アセスメントに関する指針
平成17年11月2日
平成17年法律第108号

労働安全衛生法の改正（平成18年4月1日施行）
第28条の２ 危険性又は有害性等の調査等の努力義務化
第30条の２ 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置
第31条の２ 化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付の義務付け

平成18年3月10日
厚生労働省告示第113号

労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針（法改正に伴う改正）
平成18年3月10日付け
指針公示第１号

危険性又は有害性等の調査等に関する指針
平成18年3月30日付け
指針公示第２号

化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
平成20年2月28日付け
基発第0228001号

改正 化学設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドライン
平成24年3月16日付け
厚生労働省告示第133号

化学物質等の危険性又は有害性等の表示または通知等の促進に関する指針
平成24年1月27日
厚生労働省令第9号

労働安全衛生規則の改正（平成24年4月1日施行）
危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等【ラベル表示】

平成25年4月26日付け
基発0426第2号

化学プラントの爆発火災災害防止のための変更管理の徹底等について
平成26年5月16日付け
基発0516第1号

石油コンビナート等における災害防止対策の推進について（要請）
平成26年6月25日付け
平成26年法律第82号

労働安全衛生法の改正（平成28年6月1日施行）
表示対象物及び通知対象物についてリスクアセスメントの義務化

化学プラント等の安全に関連する法令・主要指針・行政通達等
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事業者に取り組みを促すべき事項
• 安衛則 爆発火災の防止
• 化学プラントにかかるセーフティ・アセスメント

– 化学プラントの新設、変更等の際の安全性の事前評価手法
– 関係資料の収集作成、定性的評価、定量的評価、プロセス安全性評価、安全

対策の確認等の５段階
• 化学設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドライン

– 保全作業、トラブル対処作業、移行作業、試行作業などの非定常作業におけ
る対策

– 危険性または有害性等の調査（リスクアセスメント）
• 爆発、火災および破裂（引火性液体、可燃性ガスの漏えい防止、検知、防爆など
• 高温物等との接触
• 有害物等との接触（漏えい防止、有害ガス濃度測定、早期マスクなど保護具
• はさまれ、巻き込まれ
• 墜落、転落

– 安全衛生管理体制の確立
– 作業計画書の作成、作業の実施
– 緊急事態対応、安全衛生教育
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事業者に取り組みを促すべき事項（続き）
• 化学プラントの爆発火災災害防止のための変更管理の徹底等について

– 異常反応の発生に際し適切な反応制御ができなかったことを教訓
– 化学プラントの変更時等のリスクアセスメントの実施

• 物質を新規に採用、作業方法を変更、災害が発生、労働者の入れ替わりなど
の際に実施

• 化学プラントの設計・設置段階で実施したＲＡと措置について、前提とした
反応等に係る条件や、講じたリスク低減措置の適用範囲を確認

• ｢化学設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドライン｣も踏ま
え、非定常作業時も想定

• 化学プラントを通常運転する部門と、設計・建設・保守点検を実施する部門
とが異なる場合、設計、建設段階において実施したＲＡの結果や、保守点検
における補修の内容等、必要な情報を確実に伝達する体制を確立

– 実施体制の整備等による現場力の維持・向上
• ｢セーフティ・アセスメント指針｣に基づく事項に留意の上、人員の適正配置、

教育訓練、非定常作業における対応マニュアルの策定及び関係者への周知徹
底を実施
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都道府県労働局の取り組み
（平成26年基発0516第3号「石油コンビナート等における災害防止対策の推進について」）

1. 石油コンビナート等災害防止法の特定事業所に該当する事業場等を対象とする集団
指導又は個別指導を行う際には、事業者が取り組むべき事項について指導する。

2. 地方（国の出先機関、都道府県等）も含めた関係機関の連携強化策を踏まえ、以下
の取組を促進するよう努める。

（１）石油コンビナート等防災本部（以下「防災本部」という。）が設置されている都
道府県においては、報告書の４．④の機能強化を含め、関係機関間の連絡調整、防
災訓練の実施、防災計画の策定等の防災本部の取組に対し、積極的に参画・協力す
る。

（２）県、市、消防機関等の関係機関と、平時及び事故発生時のより一層の連携強化を
図ること。連携の例としては、事故が発生した場合に、合同で現場調査を行う、事
故情報等を共有するなど調査の円滑化を図るほか、同種災害防止のため、関係業界
団体あて共同で要請することや、指導やパトロールを合同で実施することなどが考
えられること。

（３）事業者が事故調査委員会を設置した場合には、その調査結果を入手し、自らの事
故調査及び再発防止指導の参考とするとともに、事故調査及び再発指導における関
係機関との連携への活用を図ること。

13



化学物質を取り扱う設備の清掃・工事等を注文する場合

注文者による危険・有害情報の提供

請負人に情報提供する義務
①化学物質の危険性・有害性

②作業において注意すべき事項

③注文者の講じた措置等

法第31条の2（則第662条の４）

注文者 請負人情報提供

文書

対象設備（令第９条の３）*1 対象作業（則662条の３） *2

*1 安衛令第９条の３ 政令で定める設備は、次のとおりとする。
一 化学設備（略）及びその附属設備
二 特定化学設備（略）及びその附属設備

*2 安衛則第662条の３ 法第31条の２の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改
造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。 14



化学物質による事故・労働者の健康被害を防止・低減化するために

製造・輸入業者による
化学物質の危険性・有害性に関する情報の把握

把握した情報の関係事業者等への伝達（SDS等）

事業者によるリスクアセスメントの実施

結果を踏まえたリスク低減措置の実施
（使用中止・代替化、局所排気装置等の設置、保護具の使用等）

15

（労働安全衛生法第57条､第57条の２）

（労働安全衛生法第57条の３第1項）

（労働安全衛生法第57条の３第2項）
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（資料出所）労働安全衛生調査（実態調査）報告（平成28年）
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○ リスクアセスメントを実施していない理由は、｢十分な知識を持った人材がいない」、｢実施方法が判ら
ない」などが比較的高いが、1割以上の事業場が「法令のみで十分」と回答している。
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厚生労働省の主な化学物質RA支援策

・ラベル／ＳＤＳの作成支援

⇒モデルラベル・モデルＳＤＳの公開

（ http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx ）

・労働者教育

⇒化学物質取扱者のためのラベル教育テキストの公開
（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161231_00001.html）

・リスクアセスメント

⇒ リスクアセスメント実施支援ツールの公開

電話相談窓口の設置、専門家による訪問指導

17



公開中の主な化学物質リスクアセスメント支援ツール等
●掲載先／■主体 概要（掲載情報）

●職場のあんぜんサイト
（ http://anzeninfo.mhlw.go.j

p/user/anzen/kag/ankgc07
.htm）

■厚生労働省

 化学物質リスク簡易評価法（コントロール・バンディング）
・液体等取扱作業（粉じん作業を除く）
・鉱物性粉じん又は金属性粉じん発生作業

 検知管を用いた化学物質のリスクアセスメントガイドブック

 爆発・火災リスクアセスメントスクリーニング支援ツール

 工業塗装、印刷、めっき作業のリスクアセスメントシート

 作業別モデル対策シート （作業別２１種、共通４種）

CREATE-SIMPLE（クリエイト・シンプル）

（職場のあんぜんサイトからリンク）

●■独立行政法人労働者健康安全
機構 労働安全衛生総合研究所

 プロセス災害防止のためのリスクアセスメント等実施シート
厚生労働省のスクリーニング支援ツールよりも精緻なリスクアセスメントを
実施することが可能（一定の専門知識を要する）。

（職場のあんぜんサイトからリンク）

●ECETOC-TRA サイト

■欧州化学物質生態毒性・
毒性センター(ECETOC)

 ECETOCが開発したリスクアセスメントツール（ECETOC-TRA）。
EXCELファイル（英語版）をダウンロードして作業方法等を入力する

ことで定量的な評価が可能。日本語マニュアルあり。
（（一社）日本化学工業協会が日本語版を提供（会員又は有料利用｡）｡）

（職場のあんぜんサイトからリンク）

●EMKG Software 2.2
■the Federal Institute for Occupational

Safety and Health（BAuA）

 独安衛研（BAuA）が提供する定量的評価が可能なリスクアセスメン

トツール（英語版）

 EMKG-EXPO-TOOL（EMKG 2.2 からばく露評価部分を抽出）18



譲渡提供者
（製造者・輸入者等）

SDS

譲渡提供先
（使用者等）

1. 相談窓口（コールセンター）を設置し、電話やメール等で相談を受付
SDSやラベルの作成、リスクアセスメント（「化学物質リスク簡易評価法」の使い方等）について

2. 専門家によるリスクアセスメントの訪問支援
相談窓口における相談の結果、事業場の要望に応じて専門家を派遣、
リスクアセスメントの実施を支援

リスクアセスメント
を実施

SDS・ラベル
を作成

※「化学物質リスク簡易評価法」の支援サービス
⇒ コールセンターが事業者に代わり入力をし、評価結果をメール等で通知

事業者 コールセンター

使用物質、作業内容等

評価結果を通知
（メール、FAX）

入力を支援

リスクアセスメント実施に対する相談窓口、専門家による支援

TEL:050-5577-4862  E-mail:soudan@technohill.co.jp
受付時間： 毎日10:00 ～ 17:00 （ 12:00 ～ 13:00 を除く）
※平成30年度は、4月2日から平成31年3月20日まで。土日曜日、祝日、12/29～1/3を除く

19



施行後は危険有害性を有しているSDS交付義務対象物質が、ラベル表示された化学品とし

て流通することになるので、このラベル表示を効果的に活用することで、ユーザー企業での
SDSの確認及び適切なリスクアセスメント実施を促進する。すなわち、化学品を受け取った事
業者が、ラベルを見て有害性等に気づき、アクション（SDSの確認とリスクアセスメントの実

施）を取るよう、川上（製造者等）から川下（ユーザー）までの各者の役割に応じた支援や地
域全体の取組を促進する対策をパッケージとして実施する。（「ラベルでアクション」プロジェ
クトの実施）

～事業場における化学物質管理の促進のために～

ラベル表示の範囲が、平成28年より640物質まで拡大され、ラベルのある化学品が多く
流通。(現在(7/1時点)は673物質に拡大）

事業者、労働者は危険有害性を正しく認識し、リスク低減措置を確実に実行しましょう
労働者それぞれがラベルの内容をしっかり理解できるよう、事業者はラベル教育を行い
ましょう（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161231_00001.html）

化学品を出荷するメーカー､流通会社は、全ての製品にラベル表示するようにしましょう

SDSを確認
SDSがなければ供給
元に交付を求める

危険有害性に応じた
リスクアセスメント

を行う

厚生労働省では、★電話相談、事業場訪問 ★労働者教育の促進（テキスト公開）など、
様々な支援を行っています。

○○○○・・
△△△△・・

事業者は

労働者は 絵表示で
危険有害性を確認

リスクアセスメントの
結果をみて対策を行う

化学物質が来る ラベルを見る アクション！

20

事業者や労働者
ラベルを見て

危険有害性に気づく



http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135046.html 21

「ラベルでアクション」
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